
議案第10号 

みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例について 

みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。 

令和 ８年 ３月 ９日提出 

みやき町長 岡  毅 

提案理由 

この議案は、佐賀県ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金交付要綱の改正に

伴うひとり親家庭等医療費助成の現物給付開始により、みやき町ひとり親家庭

等医療費助成に関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求

めるものである。 



みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成17年みやき町条例第69

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号及び第６号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、同条第

７号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め､「すべき額」の次に「（食事

療養に要する費用に係るものを除く｡）」を加え、同条に次の１号を加える。 

(8) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看

護事業者及び保険者が特に認めた者 

第３条中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたときは、母子家庭の母若

しくは父子家庭の父に監護されている児童又は父母のない児童で本町に住所を有

しないものを助成対象者とすることができる。 

第５条中「助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が一部

負担金を支払った場合において当該支払額から、助成対象者１人につき各診療月

500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする」を「助成対象者が保険医

療機関等において保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から、保

険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、その一部負担金に相当す

る額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額

を、次条の規定により受給資格の認定を受けた者（以下「受給資格者」という｡）

に対し、助成するものとする」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加

える。 

(1) 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合 １月につき500円

(2) 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合 １回につき500円（一

部負担金の額が500円に満たない場合は、当該一部負担金の額）。ただし、保

険給付を２回以上受ける場合の２回目以降については、０円 

第５条に次の３項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、助成対象者が薬局において保険給付を受け

た場合は、一部負担金に相当する額の全額を、受給資格者に対し、助成するもの

とする。 

３ 第１項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行

う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ個別の保

険医療機関等とみなす。 

４ 第１項及び第２項の規定による助成は、他の法令等により国又は地方公共団体

による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づき規則、定款等によ



り付加給付等を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとす

る。 

第６条中「助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金（以下「助

成金」という｡）を受けようとするときは､」を「助成対象である児童を養育する者

は、医療費の助成を受けようとするときは、当該助成対象者について､」に改める。 

第７条第１項中「前条の規定により受給資格の認定を受けた者（以下「受給資格

者」という｡）」を「受給資格者」に改め、同条第２項中「８月31日」を「10月31

日」に､「９月１日」を「11月１日」に改める。 

第８条及び第９条を次のように改める。 

（受給資格の確認） 

第８条 助成対象者が、規則で定める保険医療機関等（以下「指定保険医療機関」

という｡）において、保険給付を受けるときは、受給資格証を提示することによ

って当該指定保険医療機関から、受給資格の確認を受けなければならない。 

（助成の方法） 

第９条 町長は、助成対象者が指定保険医療機関において保険給付を受けた場合に

は、当該指定保険医療機関の請求に基づき、助成すべき額を当該指定保険医療

機関に支払うものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し助成を行ったものと

みなす。 

第13条を第17条とし、第12条を第16条とし、第11条を第15条とし、第10条を第12

条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（高額療養費等の受領権） 

第13条 町長は、第５条の規定により助成を行った場合においては、その助成額の

限度において受給資格者が保険者に対して有する高額療養費及び高額介護合算療

養費の受領権を取得するものとする。 

（損害賠償との調整） 

第14条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給資格

者が第三者から損害賠償金の支払を受けたときは、その額の限度においてこの条

例による助成は行わない。 

２ 前項の場合において、町長は、医療費の助成を行ったときは、助成した額の限

度において、受給資格者が第三者に対して有する損害賠償請求権を受給資格者に

代わって行使することができるものとする。 

第９条の次に次の２条を加える。 

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等において

保険給付を受けた場合で、受給資格者が、その一部負担金又は医療費の全額を保



険医療機関等に支払ったときは、受給資格者の申請に基づき、第５条第１項又は

第２項の規定により助成すべき額を受給資格者に支払うものとする。 

２ 前項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月に行うもの

とする。ただし、受給資格者の死亡等により、受給資格者が申請することができ

ないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請することができ

る。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、町長が認めたときは、受給資格者が保険給付に

係る一部負担金又は医療費の全額を負担した日から起算して１年以内において申

請することができる。 

（交付の時期等） 

第11条 町長は、前条第２項及び第３項の規定に基づく申請があったときは、速や

かに内容を審査し、当該申請に係る助成費の額を決定し、申請者に交付するもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、令和８年11月１日以後に行われた医療に係る医療費

から適用し、令和８年10月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成につい

ては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、現に令和８年８月31日を期限として交付されている受給

者証については、その有効期限を令和８年10月31日までとする。 



みやき町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。 (５) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア～キ （略） ア～キ （略） 

(６) 保険給付 社会保険各法に規定する療養給付、保険外併

用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問

看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 

(６) 保険給付 医療保険各法に規定する療養給付、保険外併

用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問

看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 

(７) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受け

る者が負担すべき額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿をいう。 

(７) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受け

る者が負担すべき額（食事療養に要する費用に係るものを除

く。）をいう。 

（新設） (８) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、

薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めた者 

（助成の対象者） （助成の対象者） 

第３条 この条例に定める医療費の助成対象者（以下「助成対象

者」という。）は、社会保険各法の規定による被保険者、組合

員若しくは被扶養者であり、かつ、みやき町内に住所を有する

母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父

及びその者に監護されている児童、父母のない児童とする。 

第３条 この条例に定める医療費の助成対象者（以下「助成対象

者」という。）は、医療保険各法の規定による被保険者、組合

員若しくは被扶養者であり、かつ、みやき町内に住所を有する

母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父

及びその者に監護されている児童、父母のない児童とする。 

（新設） ２ 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたとき

は、母子家庭の母若しくは父子家庭の父に監護されている児童

又は父母のない児童で本町に住所を有しないものを助成対象者
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改  正  前 改  正  後 

とすることができる。 

（助成の額） （助成の額） 

第５条 町長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者

又はその保護者が一部負担金を支払った場合において当該支払

額から、助成対象者１人につき各診療月500円の自己負担額を控

除した額を助成するものとする＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿_。ただし、社会保険各法による付加給付があ

るときは、その額を控除した額を助成するものとする。 

第５条 町長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付

を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から、保険医療

機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、その一部負

担金に相当する額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額を控除した額を、次条の規定により受給資

格の認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）に対し、

助成するものとする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（新設） (１) 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合

１月につき500円 

（新設） (２) 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合 １

回につき500円（一部負担金の額が500円に満たない場合は、

当該一部負担金の額）。ただし、保険給付を２回以上受ける

場合の２回目以降については、０円 

（新設） ２ 前項の規定にかかわらず、町長は、助成対象者が薬局におい

て保険給付を受けた場合は、一部負担金に相当する額の全額

を、受給資格者に対し、助成するものとする。 

（新設） ３ 第１項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外

の診療を併せて行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療

以外の診療につきそれぞれ個別の保険医療機関等とみなす。 

（新設） ４ 第１項及び第２項の規定による助成は、他の法令等により国

又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各
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改  正  前 改  正  後 

法の規定に基づき規則、定款等により付加給付等を受ける定め

がある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。 

（受給資格の認定） （受給資格の認定） 

第６条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成

金（以下「助成金」という。）を受けようとするときは、規則

で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならな

い。 

第６条 助成対象である児童を養育する者は、医療費の助成を受

けようとするときは、当該助成対象者について、＿＿＿＿規則

で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならな

い。 

（受給資格証の交付） （受給資格証の交付） 

第７条 町長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者

（以下「受給資格者」という。）に対し、規則で定めるところ

により受給資格証を交付する。 

第７条 町長は、受給資格者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に対し、規則で定めるところに

より受給資格証を交付する。 

２ 受給資格証の有効期間は交付した日から最初に到来する８月

31日までとし、更新は９月１日とする。 

２ 受給資格証の有効期間は交付した日から最初に到来する10月

31日までとし、更新は11月１日とする。 

（受給資格証の提示） （受給資格の確認＿） 

第８条 受給資格者は、医療を受ける場合は保険医療機関又は保

険薬局に対し、受給資格証を提示するものとする。＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第８条 助成対象者が、規則で定める保険医療機関等（以下「指

定保険医療機関」という。）において、保険給付を受けるとき

は、受給資格証を提示することによって当該指定保険医療機関

から、受給資格の確認を受けなければならない。 

（給付の方法） （助成の方法） 

第９条 第５条に定める助成金の給付は、規則で定めるところに

より受給資格者の申請に基づき行うものとする。＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条 町長は、助成対象者が指定保険医療機関において保険給

付を受けた場合には、当該指定保険医療機関の請求に基づき、

助成すべき額を当該指定保険医療機関に支払うものとする。 

２ 町長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査

し、助成金を決定し申請者に給付するものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し助

成を行ったものとみなす。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改  正  前 改  正  後 

（新設） 第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、助成対象者が保険医

療機関等において保険給付を受けた場合で、受給資格者が、そ

の一部負担金又は医療費の全額を保険医療機関等に支払ったと

きは、受給資格者の申請に基づき、第５条第１項又は第２項の

規定により助成すべき額を受給資格者に支払うものとする。 

（新設） ２ 前項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月

の翌月に行うものとする。ただし、受給資格者の死亡等によ

り、受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の

世帯主又は町長が適当と認める者が申請することができる。 

（新設） ３ 前項本文の規定にかかわらず、町長が認めたときは、受給資

格者が保険給付に係る一部負担金又は医療費の全額を負担した

日から起算して１年以内において申請することができる。 

（新設） （交付の時期等） 

（新設） 第11条 町長は、前条第２項及び第３項の規定に基づく申請があ

ったときは、速やかに内容を審査し、当該申請に係る助成費の

額を決定し、申請者に交付するものとする。 

（届出の義務） （届出の義務） 

第10条 （略） 第12条 （略） 

（新設） （高額療養費等の受領権） 

（新設） 第13条 町長は、第５条の規定により助成を行った場合において

は、その助成額の限度において受給資格者が保険者に対して有

する高額療養費及び高額介護合算療養費の受領権を取得するも

のとする。 
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改  正  前 改  正  後 

（新設） （損害賠償との調整） 

（新設） 第14条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合に

おいて、受給資格者が第三者から損害賠償金の支払を受けたと

きは、その額の限度においてこの条例による助成は行わない。 

（新設） ２ 前項の場合において、町長は、医療費の助成を行ったとき

は、助成した額の限度において、受給資格者が第三者に対して

有する損害賠償請求権を受給資格者に代わって行使することが

できるものとする。 

（助成金の返還） （助成金の返還） 

第11条 （略） 第15条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（権利の譲渡等の禁止） （権利の譲渡等の禁止） 

第12条 （略） 第16条 （略） 

（委任） （委任） 

第13条 （略） 第17条 （略） 
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